
早稲田大学政治経済学部

2022年度入試問題の訂正内容

く政治経済学部グローバル入試（海外就学経験者・社会人）・外国学生入試＞

【日本語】

●問題冊子7ページ ：問題6 C 

（誤）

（正）

C.下線部(4)「ノルウェーの経験」に基づいて、

ここに挙げられた・・・

C.下線部(4)「ノルウェーの経験」に基づいて、

上丘挙げられた・・・

以上



2021.11.19_o_e 

日 本
問 題

五
ロ＿＿―-ロ

(2022) 

〈R04160211〉

注 意 事 項

1. 試験開始の指示があるまで，問題冊子および解答用紙には手を触れないこと。

2. 問題は2~7ページに記載されている。試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁 ・

乱丁及び解答用紙の汚損等に気付いた場合は，手を挙げて監督員に知らせる こと。

3. 解答はすべて， HBの黒鉛華またはHBのシャープペンシルで記入すること。

4. 記述解答用紙記入上の注意

(1) 記述解答用紙の所定欄 (2カ所）に，氏名および受験番号を正確に丁寧に記入する

こと。

(2) 所定欄以外に受験番号・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合がある。

(3) 受験番号の記入にあたっては．次の数字見本にしたがい，読みやすいように，正確

に丁寧に記入すること。

［―-五 、宇 見本 | o| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

(4) 受験番号は右詰めで記入し，余白が生じる場合でも受験番号の前に 「O」を記入し

ないこと。

（例） 3825番⇒ I万I:-I:I；に1
5. 解答はすべて所定の解答欄に記入するこ と。 所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採

点の対象外となる場合がある。

6. 試験終了の指示が出たら，すぐに解答をやめ， 筆記用具を置き解答用紙を裏返しにする

こと。

7. いかなる場合でも解答用紙ぱ必ず提出すること。

8. 解答は特に指示がない限り 日本語で記入すること。

9. 字数制限がある設問については，算用数字やアルフ ァベットその他の記号を用いる場合

も，解答欄 lマスに 1つ記入すること。
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以下の文章を読んで、問題 1から問題6に答えなさい。

子育てというと、どうしても主役はお母さんになりがちです。

f育てをする保護者に向けた本、記事、広告の多くはお母さんl句けに作られていますし、みなさんご存知

のNHK(Eテレ）のあの番組のタイトルは「おかあさんといっし ょ」です。2013年からは「おとうさんと

いっしょ」が放送されるようになったのは嬉しいことですが、日本において、お父さんは今でも子育てに関

しては蚊帳の外に置かれがちです。

この章では、お父さんの子育てにスポット ライト を当てて経済学的な分析を紹介します。大きなテーマは、

お父さんの育児休業です。なぜ、お父さんは育児休業を取らないのか。どうすれば取るようになるのか。そ

して、お父さんが育児休業を取ると家族はどう変わるのかといった疑問の答えを探していきます。

そもそも、日本のお父さんたちはどのくらい育児休業を取っているので しょうか？

厚生労働省の雇用均等基本調査では、男女別に育児休業取得率を調べています。この調査では育休取得率

を、 「過去 1年間で在職中に出産した人（男性の場合は配偶者が出産した人）のうち、育児休業を取った人

の割合」と定義しています。実は、「在職中に」というのが気をつけるべきところで、出産や子育てのため

にすでに仕事を辞めて しまった人は、この計算に含まれません。

ほんらい知りたいのは、「出産や子育てがあっても、 育休を取得することで仕事を辞めなかった女性がど
(1) 

のくらいいるのか」ということのはずですが、この調査で報告さ れている女性の育休取得率からは、その点

について知ることができず、それほど意味のある数字とば言え ません。 この統計のマジ ック とも呼ぶべき点

には注意してください。

図表 1 男性の育児休業取得率の変遷
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出所）序生労働省 雇用均等墓本調査

一方、配偶者の出産を理由に退職する男性はかなり稀だと思われるので、この点について心配する必要は

ないでしょう 。図表 lは男性の育児休業取得率の推移を示しています。1990年代後半、お父さんたちの育休

取得率はと ても低く、 1パーセントにも満たないものでした。そこから少しずつ増え始め、2017年には5パ

ーセントと過去最も高い育休取得率とな りました。

「過去最窟j」と景気の良い言葉を使いましたが、それでも取得率そのものは、かなり低いと言わざるを得

ません。この点をはっきりさせるために、出産を機に仕事を辞めてしまったお母さんたちも数字に含める形

で、女性の育休取得率を計算してみましょう。

データには、雇用均等基本調査ではなく 、家計経済研究所で行われた 「消費生活に関するパネル調査」を

用います。このデータを もとに計算すると 、出産退職者を含む形で、女性の育休取得率を計算する ことがで
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きます。

データの都合上、年ごとに育休取得率を計算することはできないのですが、 1993-2011年における女性の

育休取得率は58パーセントであったことがわかりました。時代が進むにつれて、女性の育休取得率が上がっ

ているであろうことを踏まえると、近年ではこの数字は もっと高くなっているでしょう。いずれにしても、

男性の 5パーセントとは大きな差になります。

お母さんたちと比べて、お父さんたちの育休取得率が低いこと自体は、その是非はともかく、 多くの人に

とって驚くようなものではないでしょう 。では、他の国々のお父さ んたちと比べたら、日本のお父さんたち

の育休取得率は低いのでしょ うか、それとも高いのでしょうか。

図表2は諸外国における男性の育児休業取得率を比べたも のです。ここではOECD加盟国のうち、国際

比較可能なデータを提供できる国のみが記載されているため、アメ リカやフランスな どの大きな国々が含ま

れていないことにば注意が必要です。

北欧の国々といえば、了どもと家族に優しい高福祉国家のイメージがありますが、こうした国々では、や

はり男性の育休取得率はかな り高 く、 70~80パーセントに上ります。このグラフで最も取得率が低いのはオ

ーストラリアですが、それでも20パーセントを超えており、日本のお父さ んたちと比べても はるかに高い育

休取得率です。

図表2 男性の育児休業取得率の国際比較
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なぜ日 本のお父さんたちの間では育児休業取得率が低いのでしょうか。その理由には、社会全体の価値観、
(2) 

法律や制度の違いが考えられます。 法律や制度は、より直接的に人々の行動を縛ることを踏まえると 、北欧

などの国々と日本の間で、どのような法律・ 制度上の違いがあるのか確認しておく ことは、なぜ日本のお父

さんの育休取得率が低いのかを知る上で、第一歩になります。

北欧の国々では子育てを支援するための法制度が整っている一方、日本ではそうした家族政策による支援

が不十分だという指摘がしばしばなされますが、育休制度についてはどうでしょうか。

育休制度の充実ぶりを測るものさしには、制度上認められた育休を取れる期間の長さと 、その期間中に受

け取れる給付金の額がよ く使われます。育休は、お父さんでもお母さんでも利用可能なものが中心ですが、

お父さんの育休取得を促すために、日本を含めたいくつかの国々では、お父さんだけが使うことのできる育

休期間を設定しています。

お父さんにとっての育休制度の充実ぶりを、巽なる国々で比べるために、お父さんだけに割り当てられた

育休期間と、 その際に支払われる給付金の額に注目してみましょう。図表3の左側では男性だけに割り当て

られた育休期間を、右側では支払われる給付金の給料に対する割合を、国ごとに比べています。
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図表3 男性だけに割り当てられた育休期間と給付金額
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なんと日本は育休期間で見ると世界第2位の充実ぶり！しかも、第 1位の韓国とはわずかな差で、家族制

度の充実ぶりで知られるフランスや北欧の国々 とは大差をつけて上回っています。給料に対する給付金の割

合は、育休期間が短い国ほど高い傾向がみられますが、日本も60パーセント近くと健闘、北欧の国々と並ぶ

水準です。

また、 2019年6月に発表されたユニセフの子育て支援策に関する報告書では、 OECDとEUに加盟して

いる41カ国中、日本の育児休業制度（育休の週数x給付金額で算出）は、 男性で 1位の評価を得ています

（なお、同報告書は 「実際に取得する父親は非常に少ない」と、日本の特異な現況も指摘しています）。

意外と知られていない事実ですが、制度という点だけから見ると、日本はお父さんにとっての「育休先進
(3) 

巴」なのです。しかし、そうした制度の充実ぶりとはうらはらに、日本のお父さんたちは育休を取っていま

せん。法制度が整っているのに、 お父さんの育休取得が進まないのはなぜでしょうか。

4
 



お父さんが育児休業を取らない、あるいは取ることができない理由と してよく挙げられるものには 「昇進

などキャリアに悪い影響があ りそう だから」「同僚や上司の目が気になるから」「仕事が忙しいから」などが

あります。こうした理由はもっともで、将来の収入が減って しまう のはお母さんにとっ ても子どもたちにと

ってもマイナスですから、日本のお父さ んたちは育児に非協力的だと切り捨ててしまうのはちょっとかわい

そうかもしれません。

育休取得率が商い北欧のお父さんたちは、こうした不安と は無縁だったので しょうか。実はそんなことは→

なく、日本のお父さんたちと同じ不安を抱えていたのです。 こうした不安をどのように乗り越え、現在のよ

うな高い育休取得率が可能になったのかについては、以下で詳しく見ていきます。

育児休業取得率が高い国々のお父さんたちだって、日本のお父さんたち同様に、育休を取る とキャリ アに

悪影響があるのではないかという不安を抱えていました。彼らがこう した不安を克服していった経験は、 U

本でお父さんたちが育休を取りやすくする上で、とても参考になるはずです。

ここからは、ノルウェーのお父さんたちについての研究を解説し、どのような経緯で、現在のようにお父

さんたちの育休取得が当たり前になったのか見ていきましょう 。

実は、かつてのノルウェーにおいても、お父さんの育休取得は珍しいものでした。ノルウェーでは1977年

から有給の育児休業を取得することが法律で認められていましたが、実際に育休を取るのはお母さ んばかり

でした。しかし、 1993年に男女の平等を進めようという観点から、法律で認められた育休42週のうち、 4週

はお父さんだけに割り当てられるようになりました。

普段の給料と同額の給付金が支払われたため、もしお父さんが取得しなければ、みすみす有給の育児休業

を逃してしまうことになります。しかし、こんなうまい話であっても、当初、 ノルウェーのお父さんたちは

育休取得に及び腰でした。

たしかに、この改革は、育休を取るお父さんを増やしました。改革前のお父さんの育休取得率はわずか3

パーセントほどでしたが、改革直後には35パーセントに上昇しま した。もちろん、日本のお父さんたちと比

べると、この数字ははるかに大きいのですが、現代のノルウェーのお父さんと比べると半分程度の数字なの

です。

この数字はノルウ ェー政府からすれば不十分なものでした。 1995年の政府白書では、お父さんの間で育休

取得が進まない理由を検討し、 「父親たちは、会社や同僚から仕事に専念していない と見られる こと を心配

しており 、職場のこれまでのやり方と違ったことをする ことに対する不安を抱いている」のではないかとい

う考えに至りました。

ノルウェーのお父さんたちが、同僚や上司の目を気にしていたと聞いて驚かれた読者の方もいるかも知れ

ません。私たちは、外国の人々は思ったことをはっきり 言う 、人の目を気にしないと思い込みがちですが、

意外とノルウェーのお父さんたちも日本人と変わらないところがあるのかもしれません。

ノルウェーでも日本でも、お父さんたちは育休の取得に不安を抱いていました。 しかしノルウ ェーでは、

2006年時点で7割のお父さんが育休を取得する ようになっているのです。

ノルウ ェーの例から、日本の社会が学べることは少なくなさそう だと思いませんか。

ノルウェーの経済学者たちは、どのようにお父さんたちの間で育児休業取得が広がっていったのか、その

プロセスを詳しく調べました。

彼らが注目したのは、同僚や兄弟といった近しい人が育休を取ったことが、お父さんの育休取得に及ぽす

影響でした。

1993年の育休改革直後に育休を取ったのは一部の勇気あるお父さんたちでした。こう した勇気あるお父さ

んが、同僚あるいは兄弟にいた場合、育休取得率が11~15パーセン トボイン トも上昇したようです。 一方で、

義理の兄弟や近所の人が育休を取った場合には育休取得に影響を与えませんでした。自分が育休を取るかど

うかは、近しい人からは影響を受けるけど、あま り関係の強くない他人からは影響を受けないようです。

さらに興味深いことに、会社の上司が育休を取ったときの部下に与える影聾は、同僚同上の影響よりも

2.5倍も強いことがわかりました。やはり、上司が率先 して育休を取ることで、部下 も安心して育休を取る

ことができるようです。

固囲で育休を取った人がいない場合、最初に自分が育休を取るのはなかなか勇気がいるものです。育休を

取ることで、上司や同僚に冷たい目で見られないか、昇進の機会を失ってしま うのではないかといった心配
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がつきまといます。ノルウェーでは、育休を取ることで不利に扱われる事例は少なかったようですが、実際

に何が起こるかは、育休を取ってみなければ分からない部分があります。育休制度が変わるこ とで、一部の

「勇気ある」お父さんたちが育休を取り、彼らが不利に扱われないことを目にした同僚たちがそれに続く、

といったメカニズムがここでは働いているようです。

この話を裏づける証拠として、公務員や労働組合が強い企業では、周囲で育休を取った人がいるかどう か

は、人々の育休取得にあまり影響しないことが示されています。公務員や労働組合が強い企業では、労働者

の立場が強く守られているため、育休を取ることで昇進に悪影響が及ぶのではないかと心配する人は比較的

少ないと考えられます。こう した職場では、誰かが育休を取って、その人がその後、不利に扱われなかった

ことを確認しなくても、育休を取ることができます。

必ずしも労働者の立場が守られていない一般の企業では、誰かが育休を取って、その後、不利に扱われな

かったことを周りの人々が確認することは大きな意味を持ちます。あとに続いて育休を取る人が一人、 また

一人と増えていくにつれて、育休を取ることで自分が不利に扱われることはないという確信の度合いを深め

ていくためです。こうした育休の連鎖とでも呼ぶべきプロセスを通じて、 2006年にはお父さんの育休取得率

が70パーセントに達しました。

ノルウ ェーの経験から、私たち日本人は何を学ぶことができるでしょうか。
(4) 

まずは、お父さんが育休を取ることで、職場で不利に取り扱われないことを しっかりと保証する ことです。

法律上は、育休取得を理由に不利に取り扱ってはならない とされていますが、職場での実態がどうであるか

が問題です。

サービス残業に見られる ように、本来は違法とされていることが、一部の企業ではまかり通って しまって

いるのが日本の現状です。 行政機関が厳 しく違法行為を取 り締まるとと もに、経営層が管理職に対して、法

律に従った労務管理を行うようしつかりと指導しなければいけません。

次に、職場で最初に育休を取る「勇気あるお父さん」たちが出てくるように、お父さんたちの背中を押し

てあげる必要があります。ノルウェーでは、育休改革がお父さんたちの背中を押しま したが、日本では法律

上の育休制度の整備では不十分なようです。 1カ月程度の短期については、制度上の給付金額を100パーセ

ントにする、会社が独自に上乗せした給付金を支払う、あるいは育休を取ったお父さんを表彰するといった

形でサポートするのは有効でし ょう 。

日本の制度では、直近6カ月の給料の67パーセントが給付金として支払われますが、この給料にはボーナ

スは含まれていません。ボーナスをもらう ことを前提として家計をやりくり しているサラ リーマン家庭がほ

とんどでしょう から、現在の給付金では不十分であるのかもしれません。

そして、職場で最初に育休を取った 「勇気ある」お父さんたちが、その後、 不利に扱われなかったことを

広く知らしめるべぎです。育休を取った後、職場でどのように活躍したのか、 昇進したのかといった情報を

社内で共有することで、この職場は育休を取った男性社員を不利に扱わないのだという ことを、他の社貝た

ちに確信させなければなりません。

これら三つのステップはいずれも実行は簡単ではあ りませんが、着実に取り組むことで、お父さんたちの

育休取得は進んでいくでしょ う。殻初のひと押しがうまくいけぱ、あとは雪だる ま式に育休を取るお父さん

たちが増えていくということは、ノルウ ェーの経験が教えてくれています。

（出典 ：山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』光文社新書、 2019年。問題作成の都合で、一部省略

したと ころがある。）

問題 1 厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」によると 、過去 1年間に在職中に出産した女性のうち

育児休業を開始した者の割合は83バーセンドである。ここで、過去 1年間に出産した女性のうち、出産

や育児のため仕事を辞めてしま った女性の割合をXパーセン トとする（0~X ~20) 。下線部(1 )の値を

Yパーセン トとするとき、以下の問いに答えなさい。ただ し、四捨五入などはせずに、正確な数字で答

える こと。

A yは最大で何パーセントとなるか。

B yは最小で何パーセントとなるか。

--- 6 



問題2 下線部(2)「社会全体の価値観」が反映されている日本の事例として、著者が具体的に述べている箇

所を60字以内で抜き出して記しなさい。

問題3 下線部(3)において、著者が「育休先進国」にかぎ括弧を付けた理由を凶表 lから3を基に80字以内

で説明しなさい。

問題4 ノルウェーの改革の結果をふまえると、男性の育児休業取得率の上昇にはどのようなメカ ニズムが

重要か、 150字以内で記しなさい。

問題5 本文の記述を基に想定される、 1992年から2006年のノルウ ェーにおける男性の育児休業取得率の変

遷を表すおおよその図を解答用紙に作成しなさい。 解答に際 しては、毎年 1月時点の育児休業取得率を

表す15の点を記入しなさい。なお、ノルウェーの改革が実施されたのは1993年 4月1日であった。

問題6 2021年6月、日本の育児・介護休業法が改正された。この法律の骨子は、以下の通りである。

① 対象期間、取得可能期間

子の出生後8週間以内に 4週間まで育児休業の取得が可能となる新制度（出生時育児休業）が創設

された。

② 申出期限

新制度では、育児休業の申出期限が、原則休業の 2週間前までにあらためられた。旧制度では、原

則 l力月前までという規定であった。ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しによ

り求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、 1カ月前までと してよいと付

記されている。

③ 分割取得

新制度では、育児休業を分割して 2回取得することが可能となった。旧制度では、原則分割して休

暇を取ることは認められていなかった。

④ 休業中の就業

新制度では、労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働

者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能となった。旧制度

では、予定されていた就労は認められていなかった。

（厚生労働省ホームページより ）

A この改正法の狙いはどのようなものと考えられるか、100字以内で記しなさい。

B この法律の実施によって、日本の男性の育児休業取得にどのような変化が生じると予測されるか、そ

の根拠とともに300字以内で記しなさい。

c 下線部(4)「ノルウェ ーの経験」に基づいて、ここに挙げられた 4つの施策以外にどのような取り組み

が日本の男性の育児休業取得の推進につながると考えられるか。著者の意見をふま えて、あなたの考え

を300字以内で具体的に記しなさい。

〔以下余白〕

-- 7 --



受 I万

験

番

号

氏

名

（注意） 所定の桐以外に受験番号 ・氏名

を記人してはならない。記人し

た解答用紙は採点の対象外とな

R 04160211) 
， 

+ i ---→ 日 本

解答用紙①
注意事項

1.受験番号および氏名を，解答用紙の所定の棚に必ず記入すること。所定の欄
以外には，受験番号および氏名を書いてはならない。

2.解答は特に指示がない限り横書きで記入すること。解答欄以外には何も書い
てはならない。

3.解答はすべて、 HBの黒鉛筆またはHBのシャープペンシルで記人すること。

五
ロ＿＿―-ロ―

(2022 R 04160211) 

4.解答は特に指示がない限 りl1本語で記入すること。

5.字数制限がある設問については，算用数字やアルフ ァベットその他の記号を

用いる場合も，解答欄 lマスに 1つ記人すること。 （この欄に書き入れてはならない。）

る場合がある。

問題 1

A 

I Iパーセント

B 

I Iパーセント
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番

号

氏

名

（注意） 所定の欄以外に受験番号 ・氏名

を記人してはならない。記入し

た解答用紙は採点の対象外とな

R 04160211) 

-l • 日本

解答用紙②
注意事項

1.受験番号および氏名を，解答用紙の所定の欄に必ず記入すること。所定の欄

以外には，受験番号および氏名を書いてはならない。

2.解答は特に指示がない限り横書きで記入する こと。解答欄以外には何も害い
てはならない。

3.解答はすべて、HBの黒鉛筆またはHBのシャ ープペンシルで記入する こと。

五口―-＝ロ
(2022 R 04160211) 

4.解答は特に指示がない限り日本語で記入すること。

5.字数制限がある設問については，算用数字やアルファペットその他の記号を

用いる場合も，解答欄 1マスに 1つ記入すること。 （この欄に苔き入れてはならない。）

る場合がある。
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